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●医療食生産事業及び公共事業向け高圧コンクリート製品生産事業への奨励付与について

の投資奨励委員会布告第ソー・１／２５５２号 

 

 医療食生産事業及び公共事業向け高圧コンクリート製品生産事業への投資奨励が相当と

の判断から、 

 仏暦二五二〇年投資奨励法令の第一六条第二段及び第三一条の内容に基づく権限に拠り、

投資奨励委員会は仏暦二五四三年八月一日付けの投資奨励委員会布告第２／２５４３号末

尾の投資奨励付与事業種リストの第一章一・一一業種及び第二章の内容を増補し、以下の

ように業種及び要件を定める布告を制定する。 

 

 業種 

 一・一一・一〇、医療食生産事業 

 二・二〇、公共事業向け高圧コンクリート製品生産事業 

 要件 

 一、特別に重要な事業に指定する。 

 二、機械輸入税免除を受ける。 

 三、八年間の法人所得税免除を受ける。 

 四、仏暦二五四三年八月一日付けの投資奨励委員会布告第１／２５４３号の原則に基づ

くその他の特典。 

 

 ここに、仏暦二五五二年三月四日から 

仏暦二五五二年四月二一日布告 


